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島
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の
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二

〇
一

〇

年
に
ベ

ス

ト
セ

ラ

ー

を
記
録
し

た

島
田

裕
巳

氏
の

著
述
『

葬

式
は

、

要
ら

な
い
』

に

よ

り
日

本
の

葬
儀
費
用

の

高
額
振

り
が

人
ロ

に

膾
炙

す
る
こ

と

に

な
っ

た
。

し

か

し
、

そ
こ

に

提
示
さ

れ

て

い

る

デ

ー

タ

分

析
は

著
し

く
説
得
性
を

欠
く
も
の

で

あ
り

、

本
書
の

主

張
が
マ

ー

ケ
ッ

ト

に

有
益
に

作
用

し

て

い

る

か

は

疑
わ
し

い
。

何
よ

り
も
葬
儀

問

題
を

語
る

に

は

「

研
究

者
」

「

宗
教
者
」

「

葬
儀
業
者
」

の

三
つ

の

視
座

が

必

要
で

あ
り

、

中
で

も

葬
儀
費
用
の

問
題
と

な
る

と

「

葬

儀
業

者
」

の

要
素
が

極
め

て

大
き

な

ウ

エ

イ

ト

を
占
め
る

こ

と

に

な
る
の

だ

が
、

本

書
は

そ
の

視
座
を

根
底
か

ら
欠
い

て
い

る

の

で

あ

る
。

筆
者
は

仏

教

学
を

研
究
し

て

い

る

他
、

僧
侶
で

あ

り
、

葬
儀

業
界

に

従
事
し

た

経
験

も

有
し

て

い

る
。

今
回

は

特
に

「

葬
儀
業
者
」

の

視
座

か

ら
本

書
の

葬

儀

費
用
に

関
す
る

デ

ー

タ

分
析
に
つ

い

て

検
証
し

、

そ

の

問
題

点
に

つ

い

て

指
摘
し
て

み
た
い

と

思

う
。

　
『

葬
式
は

、

要
ら
な
い
』

の

裏
表
紙
に
は

「

日

本
人
の

葬
儀
費
用
は

平

均
二

三
一

万
円

。

こ

れ

は

イ
ギ

リ
ス
一

二

万
円

、

韓
国
の

三

七

万
円
と

比

較
し

て

格

段
に

高
い

。

浪
費
の

国

ア

メ

リ

カ

で

さ

え
四

四

万

円
だ
」

な
ど

と

記
さ

れ

て

お

り
、

あ
た

か

も
日

本
の

葬
儀
費
用
の

高
額
振

り
が

リ

ア

ル

な

比

較
デ

ー

タ

に

よ

っ

て

立

証
さ

れ

て

い

る

よ

う
に

も
感
じ

ら

れ

る
。

し

か

し
、

こ

れ

は

正

確
性
を
欠
い

た

前
提
暗

示
に

過

ぎ

ず
、

決

し
て

説
得
性
を
有

す
る

も
の

で

は

な
い

。

本
文
に

「

（

財
）

日

本
消
費
者

協
会
が
二

〇

〇

七

年
に

行
っ

た

第
八

回
葬
儀
に
つ

い

て

の

ア

ン

ケ

ー

ト

調

査
の

結
果
で

は
、

葬

儀
費
用

の

全
国

平
均
は
二

三
一

万

円
で

あ
る

。

（
中
略）

時
代
と

し

て
は

少
し

前
の

も
の

だ

が
、

一

九

九
〇

年
代
の

前
半

、

ア

メ

リ

カ

の

葬
儀

費
用

は

四
四

万
四

千
円

、

イ
ギ
リ
ス

は
一

二

万
三

千

円
、

ド

イ

ツ

は
一

九
万
八

千
円

、

韓
国
は

三

七
万
三

千
円
だ
っ

た
。

浪

費
の

国
ア

メ

リ
カ

で

さ

え
日
本
の

五

分
の
一

で

あ

り
、

全
体
に
一

桁
違

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
（

1
）

う
（

冠

婚
葬
祭
業
の

（
株
）

サ
ン

・

ラ

イ
フ

の

資
料
に
よ

る
）

」

と

あ
る

通
り

、

単
純
に

複
数
の

調
査

機
関
の

デ

ー

タ

を
並
記
し

た

も
の

で

あ
り

、

そ

れ

ぞ

れ

の

調
査
時

期
に

は

最
大
で

十
八

年
も
の

差

異
が

存
在
し

て

い

る

の

で

あ
る

。

　

そ
れ
ば

か

り
で

は

な
い

。

さ

ら

に

各
デ
ー

タ
の

内
訳
を

具
体
的

に

見

て

行
く
と

、

算
定
基

準
に
一

貫
性
が

な
い

た

め

に

比
較
対

照
の

体
す
ら
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な

し

て

い

な
い

こ

と

も

明
ら

か

と

な
る

。

ま

ず
、

日

本
の

葬
儀

費
用

二

三
一

万
円
と
い

う
デ

ー

タ

は

二

〇
〇

七

年
に

日

本
消
費
者

協
会
が

発

表
し

た

も

の

で

あ
り

、

〈

通
夜
か

ら
の

飲
食
接
待
費
用
／
寺
院
の

費
用
／

葬
儀
一

式
費
用
〉

の

総
額
と
な
っ

て

い

る
。

「

葬
儀
一

式
費
用
」

は

「

通

夜
か

ら

の

飲
食

接
待
費
用

、

寺
院
の

費
用
以

外
で

葬
儀
に

要
す
る

費
用
」

と

定

義
さ

れ
、

具
体
例

と

し

て

〈

病
院
か

ら
の

搬
送
／
安
置
／

飾
り
付

け
／
会

場
祭
壇
設
営

／
会
装
礼
状
／
霊

柩
車
／
ハ

イ
ヤ

ー

／
火

葬
費
用

／
斎
場
使
用

料
〉

が
挙
げ
ら
れ
て

い

る
。

　
一

方
、

諸

外
国
の

デ

ー

タ

は

平

塚
市
の

サ
ン

・

ラ
イ

フ

が

発

表
し

た

も
の

で

あ
る

が
、

具

体
的

な

調
査
方

法
や

内
訳

な
ど

に

つ

い

て

は
一

切

明
ら
か

に

し

て

い

な
い

。

そ
れ

も
そ
の

は

ず
、

こ

れ
は

各
国
の

調
査

機

関
が

発
表
し

た

デ

ー

タ

を

当
時
の

為
替
レ

ー

ト

で

換
算
し

て

羅
列
し

た

も
の

に

過
ぎ

ず
、

決
し

て

サ

ン
・

ラ

イ
フ

が

独

自
に

行
っ

た

調
査
で

は

な
い

か

ら

で

あ

る
。

例

え

ば
、

最

低

額
の

イ

ギ

リ

ス

の

デ

ー

タ

は

一

九
九
四

年
に

ミ

ッ

ド

ラ

ン

ズ

州
サ
ッ

ト
ン

コ

ー

ル

ド
フ

ィ

ー
ル

ド
の

チ
ョ

ー
ゼ

ン

・

ヘ

リ

テ

イ

ジ
・

リ
ミ

テ

ッ

ド

が

報
告
し

た

「

葬
儀
費
用

の

合

計
」

一

〇

九
七

ポ

ン

ド

か

ら

く

医
師
へ

の

費
用
／
教
会
へ

の

費
用

／
火

葬
費
用

／
生

花
V

の

三

三

七

ポ
ン

ド
を
除
い

た

〈

基
本

費
用

／
霊

柩

車
／
リ
ム

ジ

ン

／
棺
／
遺
体
搬

送
〉

の

料
金

七

六

〇

ポ
ン

ド

が

該
当

し
、

こ

れ

を
一

ポ

ン

ド
一

六

三

円

で

換
算
す
る

と
一

二

万
三

千
円
に

な

る
。

ま
た

、

最
高
額
の

ア

メ

リ
カ

の

デ

ー

タ

は
一

九
九

四

年
に

ウ

イ

ス

コ

ン

シ

ン

州
ブ

ル

ッ

ク

フ

ィ

ー

ル

ド

の

ナ

シ

ョ

ナ
ル

・

フ

ユ

ー

ネ
ラ

ル

・

デ

イ

レ

ク

タ
ー

ズ
・

ア

ソ

シ

エ

ー

シ
ョ

ン

が

報
告
し

た

く

棺
／
企

画
運
営
／
エ

ン

バ

ー
ミ

ン

グ

／
遺

体
安
置
／

葬
儀
設
備
／
そ

の

他
の

設

備
／
そ
の

他
の

準
備
／
霊

柩

車
／

リ
ム

ジ

ン

／
遺
体
搬
送
／
そ
の

他
の

車
両

／
会
葬
礼
状
V

の

料
金
四
四

〇

八
・

三

ド
ル

が
該
当
し

、

こ

れ

を
一

ド
ル
一

〇

〇
・

九

円
で

換
算
す
る

と

四

四

万
四

千
円
に

な

る
。

ド

イ

ツ
、

韓
国

も
同

様
で

あ

り、

諸
外
国
の

デ

ー

タ

に

は

「

宗
教
者
へ

の

費
用
」

や

「

火
葬

費
用
（

土

葬
費
用
）

」

す
ら

も
カ

ウ

ン

ト

さ

れ

て

い

な
い

の

で

あ
る

。

　
さ

ら
に

『

葬

式
は

、

要
ら

な
い
」

に

は

同
じ

く
「

第
八

回
調
査
」

の

地

域

ご

と

の

デ

ー

タ

に

立

脚

し

て

「

四

国

が

全

国

最

低

の

一

四

九

万
五

千

円

で

あ
る

の

に

対
し

て
、

も
っ

と

も

高
い

東
北

は

二

八
二

万

五

千
円
で

、

四

国
の

ほ

ぼ

倍
で

あ
る
」

と

し
、

葬
儀
費
用
に

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　

（

2）

は

「

地

域
差
が

大
き
い
」

こ

と

も

指
摘
さ

れ

て

い

る
。

し

か

し
、

こ

れ

も
決

し
て

事
実
で

は

な
い

。

た

し

か
に

日

本
消

費
者
協

会
は

全
国
を

一

〇

の

ブ
ロ

ッ

ク

に

分
割
し

て

各
地

域
の

平

均
葬
儀
費
用
を

発
表
し

て

　（
3

）

お

り
、

「

第
八

回
調
査
」

の

高
額
順
は

「

東
北
」

が
一

位
、

「

四

国
」

が

一

〇

位
で

あ
っ

た
。

し

か

し
、

二

〇

〇

三

年
の

「

第
七

回

調

査
」

や

二

〇
一

〇

年
の

「

第
九

回

調

査
」

と

比

較

す
る

と
、

そ

の

都
度
順
位
は

大
き

く
変

動
し

て

い

る
こ

と

が

見
て

取
れ

る
。

中
で

も
「

関
東
A
（

茨

城
・

栃
木
・

群
馬
・

千

葉）
」

に

至
っ

て

は

「

第
七

回
調
査
」

で
一

〇

位
、

「

第
八

回
調
査
」

で

六

位
、

「

第
九

回
調
査
」

で

二

位
に

な
っ

て

お

り
、

わ

ず
か

七

年
の

間
に

全
国
で
一

番
安
い

地
域
か

ら
二

番
目
に

高
い

地
域

島
田

裕
巳
著
『

葬
式
は

、

要
ら

な
い
』

の

葬
儀
費
用
に

関

す
る

デ
ー
タ

分
析
に
つ

い

て

（

愛
　
宕）
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島
田
裕
巳

著
『

葬

式
は
、

要
ら
な
い
』

の

葬
儀
費
用
に

関

す
る
デ

ー

タ

分
析
に
つ

い

て

（
愛
　
宕）

に

な
っ

て

い

る

の

で

あ

る
。

な
ら

ば
、

デ

ー

タ

の

信
頼
性
に
つ

い

て

改

め

て

検
証
し
て

み

る

必

要
が

あ
る

の

だ

が
、

『

葬
式
は

、

要
ら

な
い
』

で

は

そ
の

よ

う
な

基
本
的
作
業
が

全

く
な
お

ざ

り
に

さ
れ
て

い

る
。

　

そ
も
そ
も

、

葬
儀
形
態
や

葬
具
の

微

妙
な
地
域
差
に

立

脚
し

て

費
用

が

倍
増
し
た

り
半
減
し

た

り
す
る
こ

と
は

あ
り

得
な
い

。

本
調
査
に

関

し

て

言
え
ば

、

地

方
の

モ

ニ

タ

ー

数
が

鮮
少
で

あ

る
こ

と

に

抜
本
的
な

問
題

が

あ
る

と

す
べ

き

で

あ
ろ

う
。

例
え
ば

、

「

第
九

回

調
査
」

に

お
い

て

「

四

国
」

の

平
均
葬
儀

費
用
は
一

〇

五

万

円

と
い

う
驚
く
ほ

ど

低
い

金

額
で

あ
っ

た
。

し

か

し
、

そ

の

デ
ー

タ

は

七

件
と

い

う
僅
か

な
モ

ニ

タ

ー

数
か
ら

導
き
出
さ

れ

た

も
の

で

あ

り
、

こ

の

程

度
の

モ

ニ

タ

i
数

か

ら

「

四

国
」

の

葬
儀
費
用

の

実
状
が
浮
き
彫

り
に

な

る

と

は

考
え

難

い
。

こ

こ

ま

で

廉
価
で

あ

る

こ

と

を
思
え
ば

、

そ
の

中
に
一

切
の

宗
教

行
事
を
排
除
し
た

直
葬
の

ケ

ー

ス

や

医

科
大
学

や

歯
科
大
学
へ

提
供
さ

れ

る

献
体
の

ケ
ー

ス

が

複
数
含
ま

れ

て

い

る
こ

と

が

推
察
さ

れ
、

七

件

と
い

う
モ

ニ

タ

ー

数
と

な

る

と
、

そ
の

割
合
は

極
め

て

デ

リ

ケ
ー

ト

な

も
の

と

な
っ

て

来
る

。

　
そ

し
て

、

そ
の

よ

う
な

デ

ー

タ

分
析
に

お

け

る

緻
密
性
の

欠
如
は

費

用

節
減
の

方
法
な
ど

に

も

新
た

な
る

問
題
を
生
起
さ

せ

る

こ

と
に

な
る

。

例

え
ば
『

葬

式
は

、

要

ら

な
い
』

で

は

「

香
典
返

し
」

や

「

飲
食

接
待

費
用
」

に

関
し

て

「

そ

れ

を

節
約
で

き
れ

ば
、

か

な

り
出

費
を

抑
え
る

こ

と

が
で

き
る
」

と

断
じ

、

こ

れ

ら
を

減
額
す

る
こ

と

が

費
用
節

減
の

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

（

4）

た
め

の

必

須
条
件
と

し

て

位

置
付
け
ら

れ
て

い

る
。

し
か

し
、

こ

れ

も

全

く
セ

オ

リ

ー

に

反
し

て

い

る
。

日

本
消
費
者

協
会
の

調
査
に

は

「

香

典

返

し
」

が

カ

ウ

ン

ト

さ

れ

て

い

な

い

た

め
、

ま

た
、

前

述

の

一

九

九

〇

年
代
前
半
の

諸

外
国
の

デ

ー

タ

と

比

較
す
る

た

め
、

こ

こ

で

は
一

九

九
三

年
に

（
株
）

く
ら
し
の

友
が

発

表
し
た

「

葬

儀
費
用
の

合

計
」

四

〇

五

万
円
く

葬
儀
業
者
へ

の

支
払
い

一

五

四

万
八

千

円
／
寺
院

に

要
し

た

費
用
七

五

万
六

千
円
／
会
葬
者
の

接

待
費
五

八

万

円
／
香
典

返

し
一

〇
一

万
七

千
円
／
そ
の

他
一

四

万

六
千
円
V

と

い

う
デ

ー

タ

に

立

脚
し
て

解
説
し

て

み
よ

う
。

　
バ

ブ
ル

崩
壊
直
後
の

デ

ー

タ

で

あ
る

点
を
差
し

引
い

て

も
、

た

し
か

に

四

〇
五

万
円
と

は

高
額
で

あ
る

。

し

か

し
、

「

香
典
返
し
」

を

半
返
し

と

し

た

場

合
、

　一

〇
一

万

七

千

円

の

「

香

典

返

し
」

に

対

し

て

二

〇

三

万
四

千
円
の

「

香
典
」

収
入
が

あ
っ

た
こ

と
が

類
推
さ

れ
、

喪

家
の

実
質
的
負
担
は
二

〇
一

万
六
千
円
で

済
む
こ

と

に

な
る

。

同
様
に

三

分
の
一

返
し
と

し
た

場
合

、

「

香
典
」

収
入

は
三

〇

五

万
一

千
円
と

な

り、

実
質
的

負
担
は

九

九
万

九

千
円
で

済

む
こ

と

に

な

る
。

昨

今
、

一

般
的
と

な
っ

た
一

律
二

、

三

千
円
の

当
日

返
し
と

し

た

場
合

、

さ

ら

に

実
質
的
負
担
が
軽
減
さ

れ

る

こ

と

は

言

う
ま
で

も
な
い

。

加
え
て

、

諸

外
国
の

デ
ー

タ

と

比

較
す
る

た

め
、

そ

れ

ぞ
れ
の

金

額
か

ら

「

寺
院
に

要
し

た

費
用
」

七

五

万
六

千
円
を
引
い

て

み

る

と
、

半
返

し

の

場
合
は

一

二

六

万
円

、

三

分
の
一

返
し

の

場
合
は

二

三

万
三

千

円
で

済
む
こ

と

に

な
り

、

一

律
二

、

三

千
円
の

当
日

返
し

の

場
合
は

○

円
に

な
る

可
能

性
も
認
め

ら
れ
る

。

さ
ら

に
、

こ

れ

に

「

葬
儀
一

式
費

用
」

に

含
ま

れ
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て

い

る

「

火
葬
費
用
」

な

ど
も
減
額
さ

れ
る

た

め
、

デ

ー

タ

上
で

は

「

葬

式
は

、

要
ら

な
い
』

に

お
い

て

強
調

さ

れ

て

い

る

「

世
界
と

比

較
し

て

み

て

も
、

そ
れ

は

飛
び

抜
け
て

高
い
」

や

「

ダ
ン

ト

ツ

の

世

界
一
」

な

ど
の

形
容
が

全

く
当
て

は

ま

ら

な
く
な

る
の

で

あ
る

。

　
「

香
典
」

と
い

う
シ

ス

テ
ム

が

地

域
コ

ミ
ュ

ニ

テ

ィ

ー
の

相
互

扶
助
の

中
か

ら

派
生
し

、

喪
家
の

経
済
的
負
担
の

軽
減
を
目
的
と

す
る

も
の

で

あ
る

以
上

、

喪
家
の

経

済
的
負
担
が

「

香

典
」

金

額
と

反
比
例

す
る
こ

と

は

理
の

当
然
で

あ
り

、

会
葬
者
を
増
や

し

て

「

香
典
」

収
入

を
上

げ

る

こ

と

は

費
用
節

減
の

た

め

の

極
め

て

有

効
な
手

段
と

な

る
。

詰
ま

る

と
こ

ろ
、

「

そ
れ
を

節
約
で

き

れ

ば
、

か

な

り
出

費
を
抑
え
る

こ

と

が

で

き

る
」

で

は

な
く

、

逆
に

「

そ

れ

を

節
約
し
な

け
れ

ば
、

か

な
り
出
費

を

抑
え

る

こ

と

が

で

き
る
」

が

費
用
節
減
の

た

め

の

基

礎
中
の

基
礎
な

の

で

あ
る

。

実
際

、

「

第
八

回

調

査
」

と

「

第
九
回

調
査
」

の

デ

ー

タ

を

比

較
し

て

み

る

と
、

「

寺
院
の

費

用
」

が

三

万
五

千
円
の

減
額

、

「

葬
儀

一

式
費
用
」

が
一

五

万

七
千
円
の

減
額
と
な
っ

て

い

る

の

に

対
し

、

「

通

夜
か

ら

の

飲
食

接
待
費
用
」

の

み

が

五

万
三

千
円
も
増

額
し

て

い

る

こ

と

が
見
て

取
れ
る

。

そ
の

結
果

、

「

葬
儀
費
用
の

合
計
」

は

三
一

万
二

千

　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
（
5

）

円
と
い

う
大

幅
な

減
額
を
記
録
し
て

い

る
の

で

あ
る

。

そ
れ
は
マ

ー

ケ
ッ

ト

が

『

葬
式
は

、

要
ら

な

い
』

の

論
理

に

厳
然
た

る

「

ノ

ー
」

を

突
き

付
け
て

い

る
こ

と
を
指
し

示
す
も
の

と

し
て

よ

い

だ
ろ

う
。

1

島
田

裕
巳

『

葬
式
は、

要
ら
な
い
』

（

幻
冬
舎、

二

〇
一

〇
）

一

九

頁
。

2
　
島
田

前
掲
著
一

九

頁
。

3
　
日

本
消
費
者
協
会
の

『

葬
儀
に

つ

い

て

の

ア

ン

ケ
ー
ト

調
査
報
告
書
』

の

　
「

葬
儀
で

実
際
に

か

か
っ

た

費
用
」

と
い

う
項
目
に
よ

る
と
、

直
近
三

回
の

　
高
額
順
は

「

第
七

回
調
査
」

（

中
部
B
・

関
東
B
・

東
北
・

近

畿
・

九

州
・

　
四

国
・

中

部
A
・

中

国
・

北
海
道
・

関
東
A
）

、

「

第
八

回

調
査
」

（

東
北
・

　
関

東
B
・

中
部
A
・

中

部
B
・

九

州
・

関

東
A
・

北
海
道
・

近
畿
・

中

国
・

　
四

国
）

、

「

第
九

回
調
査
」

（

東
北
・

関

東
A
・

関

東
B
・

中

部
A
・

中

部

　
B
・

近
畿
・

中
国
・

北
海

道
・

九

州
・

四

国
）

で

あ
っ

た
。

ち
な

み
に

「

関

　
東
B
」

は

（

埼
玉
・

東
京
・

神
奈
川
）

、

「

中
部
A
」

は

（
新
潟
・

富
山
・

石

　
川
・

福
井
）

、

「

中

部
B

」

は

（
山

梨
・

長

野
・

岐
阜
・

静
岡
・

愛
知）

で

あ

　
る

。

4

島
田
前
掲
著
一

五
八

頁
。

5
　
〈

通

夜
か

ら
の

飲
食
接
待
費
用
／
寺
院
の

費
用

／
葬
儀
一

式
費
用

／
葬
儀

　
費
用

の

合
計
〉

に
つ

い

て

「

第
八

回
調
査
」

で

は

〈

四

〇

万
一

千

円

／

　
五
四

万
九

千
円
／
一

四

二

万
三

千
円

／
二

三
一

万
円
〉

、

「

第
九

回
調
査
」

で

は

　
〈

四
五

万
四
千
円
／
五
一

万
四
千
円
／
一

二

六

万
六
千
円

／
一

九
九

万
八

千

円
〉

　
で

あ
っ

た
。

〈

キ
1
ワ
ー
ド

〉

島
田
裕
巳

著
『

葬
式
は

、

要
ら
な
い
』

の

葬
儀
費
用
に

関
す
る

デ
ー
タ

分
析
に
つ

い

て

（

愛
　
宕）

『

葬
式
は

、

要
ら
な
い
』

、

葬
儀、

葬

式
、

葬
儀
費
用

、

葬
式

費
用

（
東
洋
大
学
東
洋
学
研
究
所
客
員
研
究
員
・

博
士
（
文
学
）

）
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